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令和８年６月市議会定例会提出案件資料 

 

議案第47号　専決事項の承認を求めることについて 

　　　　　　（伊勢市市税条例の一部改正について） 

（課税課） 

　　　これは、地方税法等の一部を改正する法律が令和８年３月31日に公布さ

れ、一部の規定を除き、同年４月１日から施行されることとなったので、

伊勢市市税条例を改正する必要が生じたが、市議会を招集する時間的余裕

がなかったため、同年３月31日付けで専決処分したものである。 

　　　その内容は、地方税法等の一部を改正する法律による地方税法の一部改

正に伴い、軽自動車税環境性能割の廃止及び軽自動車税のグリーン化特例

の延長を行うとともに、その他規定の整備を行うため、条例を改正しよう

とするものである。 

 

議案第48号　専決事項の承認を求めることについて 

　　　　　　（伊勢市都市計画税条例の一部改正について） 

（課税課） 

　　　これは、地方税法等の一部を改正する法律が令和８年３月31日に公布さ

れ、一部の規定を除き、同年４月１日から施行されることとなったので、

伊勢市都市計画税条例を改正する必要が生じたが、市議会を招集する時間

的余裕がなかったため、同年３月31日付けで専決処分したものである。 

　　　その内容は、地方税法等の一部を改正する法律による地方税法の一部改

正に伴い、所要の規定の整備を行うため、条例を改正しようとするもので

ある。 

 

議案第49号　令和８年度伊勢市一般会計補正予算（第２号） 

（財政課） 

 

議案第50号　令和８年度伊勢市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

（財政課） 

 

 

 補正前の予算額 60,608,381,000 円

 補 正 予 算 額 87,029,000 円

 補正後の予算額 60,695,410,000 円

 補正前の予算額 16,303,507,000 円

 補 正 予 算 額 2,024,000 円

 補正後の予算額 16,305,531,000 円
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議案第51号　令和８年度伊勢市病院事業会計補正予算（第１号） 

（財政課） 

 

議案第52号　伊勢市監査委員条例及び市長等の伊勢市に対する損害賠償責任

の一部免責に関する条例の一部改正について 

（総務課・監査委員事務局） 

　　　これは、地方自治法の一部改正及び地方自治法施行令等の一部を改正す

る政令による地方自治法施行令の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行

うため、関係する条例を改正しようとするものである。 

　　　・施行期日　令和８年９月24日 

 

議案第53号　伊勢市市税条例の一部改正について 

（課税課） 

　　　これは、地方税法等の一部を改正する法律による地方税法の一部改正に

伴い、個人市民税に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長、セ

ルフメディケーション税制の一部恒久化及び固定資産税の免税点の引上げ

を行い、並びに固定資産税の課税標準の特例割合等を定めるとともに、そ

の他規定の整備を行うため、条例を改正しようとするものである。 

　　　・施行期日　公布の日、令和９年１月１日、令和９年４月１日、令和10

年１月１日及び金融商品取引法及び資金決済に関する法律の

一部を改正する法律（令和８年法律第　　号）の施行の日の

属する年の翌々年の１月１日 

 

議案第54号　伊勢市都市計画税条例の一部改正について 

（課税課） 

　　　これは、地方税法等の一部を改正する法律による地方税法の一部改正に

伴い、都市計画税の減額措置に係る割合を定め、及びその適用を受けよう

とする場合の申告の内容を改めるとともに、その他所要の規定の整備を行

うため、条例を改正しようとするものである。 

　　　・施行期日　公布の日 

 

議案第55号　伊勢市体育施設条例の一部改正について 

（スポーツ課） 

　　　これは、伊勢フットボールヴィレッジ、伊勢市朝熊山麓公園ソフトボー

ル場及び伊勢市朝熊山麓公園グラウンドゴルフ場に指定管理者制度を導入

するとともに、その他所要の規定の整備を行うため、条例を改正しようと

するものである。 

 補正前の予算額 9,180,651,000 円

 補 正 予 算 額 216,867,000 円

 補正後の予算額 9,397,518,000 円
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　　　・　施行期日　令和９年４月１日及び公布の日 

 

議案第56号　伊勢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準に関する条例の一部改正について 

　（保育課） 

　　　これは、児童福祉法施行規則及び子ども・子育て支援法施行規則の一部

を改正する内閣府令による特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並

びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、

所要の規定の整備を行うため、条例を改正しようとするものである。 

　　　・施行期日　公布の日 

 

議案第57号　伊勢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正について 

（保育課） 

　　　これは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する

内閣府令による家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正

に伴い、家庭的保育事業所等における特定理学療法士等の配置に関する特

例を定めるため、条例を改正しようとするものである。 

　　　・施行期日　公布の日 

 

議案第58号　伊勢市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について 

（戸籍住民課） 

　　　これは、多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請について、特定

在留カード又は特定特別永住者証明書を使用してすることができることと

するため、条例を改正しようとするものである。 

　　　・施行期日　公布の日 

 

議案第59号　伊勢市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 

（医療事務課） 

　　　これは、市立伊勢総合病院の病棟の名称の変更に伴い、所要の規定の整

備を行うため、条例を改正しようとするものである。 

　　　・施行期日　公布の日 

 

議案第60号　伊勢市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

（消防課） 

　　　これは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改

正に伴い、葬祭補償の額の改定を行うため、条例を改正しようとするもの

である。 

　　　・施行期日　公布の日 
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議案第61号　第３次伊勢市総合計画後期基本計画の策定について 

（企画調整課） 

　　　これは、第３次伊勢市総合計画後期基本計画を定めるにつき、伊勢市議

会の議決すべき事件に関する条例第２条第１号及び伊勢市総合計画条例第

５条第２項において準用する同条第１項の規定により、議会の議決を求め

るものである。 

 

議案第62号　移動式冷暖房機の取得について 

（学校施設整備課） 

　　　これは、移動式冷暖房機を取得するにつき、伊勢市議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の

議決を求めるものである。 

 

議案第63号　可搬型発電機の取得について 

（学校施設整備課） 

　　　これは、可搬型発電機を取得するにつき、伊勢市議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議

決を求めるものである。 

 

議案第64号　学習者用端末の取得について 

（教育メディア課） 

　　　これは、学習者用端末を取得するにつき、伊勢市議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議

決を求めるものである。 

 

議案第65号　 高規格救急自動車の取得について 

（消防総務課） 

　　　これは、高規格救急自動車を取得するにつき、伊勢市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会

の議決を求めるものである。 

 

議案第 66 号　権利の放棄について 

（広報広聴課） 

　　　これは、広報いせの広告料金及び遅延損害金に係る債権を放棄するた

め、地方自治法第96条第１項第10号の規定により、議会の議決を求めるも

のである。 

 

議案第 67 号　市道高向小俣線（宮川橋）橋梁架替事業【令和８年度～令和９年

度橋梁架替（上部工）工事（Ａ１～Ｐ３）】の受託事業契約につ

いて 

（基盤整備課） 
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　　　これは、市道高向小俣線（宮川橋）橋梁架替事業【令和８年度～令和９

年度橋梁架替（上部工）工事（Ａ１～Ｐ３）】の受託事業契約について、こ

の度契約の運びとなったので、伊勢市議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるも

のである。 

 

議案第 68 号　高向小俣線道路整備工事の請負契約の変更について 

（基盤整備課） 

　　　これは、高向小俣線道路整備工事の請負契約について、契約金額を変更

するため、伊勢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものである。 

 

議案第 69 号　倉田山中学校屋内運動場長寿命化改修工事（建築工事）の請負

契約について 

（学校施設整備課） 

　　　これは、倉田山中学校屋内運動場長寿命化改修工事（建築工事）につい

て、この度契約の運びとなったので、伊勢市議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求

めるものである。 

 

議案第 70 号　厚生中学校屋内運動場長寿命化改修工事（建築工事）の請負契

約について 

（学校施設整備課） 

　　　これは、厚生中学校屋内運動場長寿命化改修工事（建築工事）について、

この度契約の運びとなったので、伊勢市議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求める

ものである。 

 

議案第 71 号　五十鈴中学校屋内運動場長寿命化改修工事（建築工事）の請負

契約について 

（学校施設整備課） 

　　　これは、五十鈴中学校屋内運動場長寿命化改修工事（建築工事）につい

て、この度契約の運びとなったので、伊勢市議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求

めるものである。 

 

議案第72号　市道の路線の認定について 

（維持課） 

　　　これは、市道の路線を認定するにつき、道路法第８条第２項の規定によ

り、あらかじめ、議会の議決を経ようとするものである。 

　　　・認定しようとする路線　３路線 
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報告第６号　繰越明許費繰越しの報告について 

（財政課） 

　　　これは、地方自治法施行令第146条第２項の規定により、地方創生推進事

業ほか30事業に係る繰越明許費繰越計算書を調製したので、議会に報告す

るものである。 

 

報告第７号　伊勢市病院事業会計予算の繰越しについて 

（財政課） 

　　　これは、地方公営企業法第26条第３項の規定により、伊勢市病院事業会

計における１事業に係る繰越額の使用に関する計画について報告があった

ので、議会に報告するものである。 

 

報告第８号　伊勢市水道事業会計予算の繰越しについて 

（財政課） 

　　　これは、地方公営企業法第26条第３項の規定により、伊勢市水道事業会

計における２事業に係る繰越額の使用に関する計画について報告があった

ので、議会に報告するものである。 

 

報告第９号　伊勢市下水道事業会計予算の繰越しについて 

（財政課） 

　　　これは、地方公営企業法第26条第３項の規定により、伊勢市下水道事業

会計における12事業に係る繰越額の使用に関する計画について報告があっ

たので、議会に報告するものである。 

 

報告第10号　専決処分事項の報告について 

（保育課） 

これは、令和７年度保育所等便検査業務委託のうち４か月分の業務委託

料について、支払期限の経過後に支払ったことにより遅延利息が発生した

ことに係る損害賠償について、損害賠償の額を定めるため、令和８年４月

28日付けで専決処分したものである。 

 

報告第11号　専決処分事項の報告について 

（農林水産課） 

これは、有滝町地内において発生した電線と車両の接触による損害賠償

について、和解し、及び損害賠償の額を定めるため、令和８年５月７日付

けで専決処分したものである。 

 

報告第12号　専決処分事項の報告について 

（観光誘客課） 

　　　これは、鳥羽市大明東町地内において発生した交通事故による損害賠償
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について、和解し、及び損害賠償の額を定めるため、令和８年６月３日付

けで専決処分したものである。


